
背

 景

• 我が国のイノベーション創出を加速していくには、研究開発施設等の科学技術基盤の最大限の有効活用を図ることが必要。一方、大

 
学等の多くの研究開発施設等は、外部利用のための支援体制の不備や運転資金の不足等のため十分に活用されていない状況。

• 第４期科学技術基本計画では、これまでの分野別振興から政策課題対応型の取組へ移行することを踏まえ、科学技術の共通基盤の

 
充実・強化を明記。上記の研究開発施設等が、産業界を含め、広範な分野や多様な研究で活用されることが重要。また、緊急時に研

 
究活動を停滞させないためのバックアップ機能も重要。

• なお、研究開発力強化法では、研究開発施設等の共用の促進を図るために国が所要の施策を講じること等を規定。

概

 要

•

 

外部利用に供する（共用）にふさわしい先端的な研究施設について、共用に必要となる経費（運転経費、技術指導研究員の配置等）を

 
補助する。

• 各機関は、利用相談や技術支援等の必要な利用者支援体制を整備し、産学官の多様な分野の研究者へ施設共用を実施。

• 科学技術・学術審議会先端研究基盤部会等における検討に基づき、我が国の先端研究基盤全体を俯瞰した上で、支援を重点化。

外部利用への開放

○以下の経費を補助 （実負担額のみ）

・外部利用に必要な運転・維持管理等
・情報提供・利用相談
・課題選定委員会による課題選定
・技術支援・技術指導

 

等
○３年毎に評価を実施し、補助継続の可否を判定

施策の効果

事業費の内訳

施設利用のサポート

潜在的な利用ニーズの掘り起こし

利

 
用

 
者

補助金

実施体制

施設情報提供・利用相談

公平な利用課題選定

文部科学省

利用申請

技術支援・技術指導

状況報告

補助金による外部利用体制の整備

・豊富な研究基盤の活用による研究開発の加速
・高度な研究基盤を活用した新事業の開拓

・広範な研究者にとっての研究基盤の強化・高度化
・他分野との研究による異分野連携

産業利用

大学等の利用

機関内部の利用

対象機関の先端研究施設の利用

課金制度の設定 利用料金

○28施設への継続支援：1,273百万円

 
※取組状況に応じて、支援金額のメリハリ付けを実施。

※外部利用を図ることにより、緊急時のバックアップ研究施設としての機能も強化

施
設
設
置
者
（
大
学
等
）

先端研究施設共用促進事業先端研究施設共用促進事業 平成２４年度予定額

 

：

 

1,293百万円
（平成２３年度予算額

 

：

 

1,293百万円）

資料２－７

科学技術・学術審議会

 

先端研究基盤部会

研究開発プラットフォーム委員会（第5回）

平成24年4月10日

○事務費等：20百万円
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（別添）

先端研究施設共用促進事業 平成 24 年度の改善点 

 

【これまでの主な改善点】 

○ 平成 19 年度より開始。事業開始当初は、各施設におけるトライアルユースの拡大

が目的。（無償利用（成果公開利用）のみが支援対象） 

○ 平成 21 年度の補助金化の際に、有償利用（成果非公開利用）を導入した。利用料

収入により外部共用時間増を行うこと等が可能となった。 

○ 支援対象施設については、３年毎に中間評価を行い、支援の存続可否を決定。 

※ 平成 23 年度の中間評価対象施設は無いため、原則、24 年度も支援継続。 

 

【平成 24 年度の改善点】 

最大限の投資効果を生み出すため、支援金額のメリハリ付けと、利用システムに関

する考え方の整理を行った。 

 

１．支援金額のメリハリ付け 

 以下の４つの視点から審査を行い、優れた取組を行う施設に予算の重点配分を実施。 

① 平成２３年度の利用実績 

      我が国の科学技術イノベーションを支える、共通的・基盤的な施設としての貢献度 

② 自立的共用に向けたシステム構築の状況 

      自立的、継続的な共用に向けた取組の状況、利用者側から見た使いやすい利用システム構築に

向けた取組の状況 

③ 平成２４年度の取組内容と実現性 

④ 必要経費の妥当性 

 

２．利用システムに関する考え方の整理 

 研究開発プラットフォーム委員会における検討状況も踏まえ、全ての機関において、

以下の利用システムへと改善することを要請。 

① 成果非公開利用時の利用料金について、実費全額を利用者に課金する仕組み（運

営費回収方式）へと原則改訂し、利用者負担を徹底すること。 

② 成果公開の考え方について、査読付き論文での公開や、論文によることが困難

な場合であっても、それに準ずる形での情報の公開を条件として設定するなど、

第三者が利用内容を理解できる形での成果公開を徹底すること。 
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